
                                                                                                   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 会員紹介 ～ 私たちの まちづくり 

Ｎｏ．１ シーサイドももち・百道浜４丁目Ａ・Ｂ住宅地区 

ｍ以上（南は 2.5ｍ）、 隣地境界線では南側 3.0

ｍ、北側 1.5ｍ、東西 1.2ｍ以上となっています。 

 建築協定の運営は町内会の役員と兼任で行われ 

運営委員長は町内会副会長が務め 運営委員は隣

組（12 組）の組長さんです。 総会は年１回多く

は町内会総会と同時に開催され 総会議事録を含

め 年に２～３回建築協定だよりを発行して活動

報告としています。運営委員会の開催は年に２～３

回程度です。 

 また道路に面した部分については緑地協定が締

結され、生け垣を主とした連続的なグリーンベルト

を目指しています。 平成１２年からは福岡市の花

いっぱい美しい街並推進事業に参加し まちづく

り活動支援事業助成金交付をうけて 主要道路に

花壇をつくり 町内会で維持しています。 この花

づくりの会の活動が認められ 平成１３年７月に

緑のまちづくり特別賞を また平成１９年１０月

には花と緑に関する市長表彰を受けることができ

ました。 今後も現在の良好な街並みが維持できる

よう建築協定を守って行きながら 町内会の花づ

くりを通して “ご近所の底力”を高められるよう 

更に取り組みを進めたいと願っています。 

シーサイドももち・百道浜４丁目Ｂ住宅地区 

建築協定運営委員長 松口 宰邦 さん 

 

 

 
 

「福岡市建築協定地区連絡協議会」情報交換会（平成２０年度・第１回研修会）を開催しました。
 

 
平成 20 年 10 月 18 日（土）に、協議会の平

成 20 年度・第１回研修会として、「情報交換会」

を実施し、30 地区（参加申込：32 地区）の建

築協定地区の代表の方が参加されました。 

また、オブザーバーとして、建築協定の締結を

検討している地区や市外の協定地区など３つの

地区の方も参加され、参加者は、全体で３６名と

なりました。 

事務局による講義の後、５つのグループに分か

れて、約１時間の情報交換を行いました。 

６月に実施した意見交換会と同様、各グループ

とも地区の状況紹介や他地区への質問・相談など

がなされ、時間が足りないくらいでした。 

特に、隣接地をテーマとしたグループでは、具

体的な事例などが紹介され、活発な意見交換がな

されました。 

 

 

 
私たちの街は 百道海岸を埋め立てて出来た新

しい街です。 よかトピア博覧会が開かれた跡地の

一部が戸建地区としてゾーニングされ まずＡ地

区が平成元年５月に一人協定の形で建築協定が締

結されました。 その後Ｂ地区も同様に平成３年５

月に協定が締結され 両者併せて 206 区画で約

5.9 ㌶の範囲となります。 締結率は 94.5％となっ

ています。 

平成 5 年 3 月にシーサイドももち都市景観形成

地区として景観形成基準が告示され 当地区はそ

の基準を満たしていると認められ 平成９年１月

「都市景観賞」を獲得しました。 主な建築基準は

建物の高さは２階までの 10ｍ迄、 屋根は勾配屋

根のみで、外壁の後退距離は道路境界線では 2.0 

第４班：テーマは「隣接地」

【情報交換のテーマ】 

１班～３班：「日常の協定運営」について 

４班、５班：「建築協定区域隣接地」について 

参加者のうち、４名の方の声を次のページに

紹介していますので、是非ご覧下さい。 

グループに分かれての情報交換会の前に、福岡

市まちなみのルールづくり支援センターの大井

係長より、６月に行った「意見交換会」の参加者

から頂いたご意見・ご感想・ご要望等の紹介と、

情報交換会のテーマである「日常の協定運営」と

「建築協定区域隣接地」の基礎的な事項につい

て、わかり易く【平尾４丁目建築協定】の事例を

取り上げての講義がありました。 
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「平尾４丁目建築協定」の区域図を使っての説明

平尾４丁目では『運営委員会の方々が、大手企

業が所有していた約 1,000 坪の隣接地に対し、

２年以上にわたって働きかけた結果、建築協定に

加入した』という事例の紹介があり、自分たちの

地域の住環境を、自分たちの「建築協定」で、自

分たちで守っていく事の大切さや、常日頃の協定

の運営や、隣接地に対する活動の重要性が認識で

きた講義でした。 講義風景 

平成20年 12月 25日

※「建築協定区域隣接地」（略称：隣接地）とは？ 

○ 建築協定を締結する土地の所有者等（協定合意者）が、建築協定に加わらない土地（協定不合意者）について、『将来、

協定に加わって欲しい土地』として定めたものです。隣接地へは、協定の効力はかかりません。 

○ 隣接地の土地の所有者等は、協定認可後、いつでも建築協定に加わることができます。 



色々なことが心配な私達は、昨年 10 月、要望書を携

えて企業を訪問し「土地売却に際し、当地区建築協定の

趣旨に対する配慮」を申し入れましたが、安心はできま

せんでした。 

しかし、今年 10 月初めに連絡があり、「地元の要望

を真摯に受け止め､土地を一戸建て住宅建設専門の会社

に売却した」というのです。大きな前進でした。 

そして双方少人数による検討会を行い、数回折衝の

後、売却先の会社より、「高宮２丁目２区は建築協定制

定の地区であり、地元から配慮を求める要望書が提出さ

れていることを踏まえ、建売住宅もしくは土地付注文住

宅として販売する予定」との回答を得ました。 

この回答については、「“予定”であり完全な約束事に

なっていない。」等の心配は残りましたが、一方では「隣

接地に対して、建築協定の拘束力はない」という現実も

あり、これ以上の要求は無理と判断しました。 

その後、関係住民全員を対象にした説明会が開催さ

れ、会は静かに進行しました。 

私達は、相手側の一連の配慮･行為を誠意として受け

入れ、今時点での感謝の“しるし”として標題の言葉を

添えて、一応の決着としたのでした。 

考えてみれば、福岡市担当部門にご指導をいただき制

定した「建築協定地区であったことで、相手の譲歩･誠

意を引き出せた」と思うのです。 

改めて関係各位に感謝し、この奮闘記をもって私達の

活動報告といたします。 

「隣接地 皆が喜ぶ 土地となり」 に向けての奮闘記 

「高宮 2 丁目 2 区建築協定」  委員長 森 伸二 さん 

「グリーンタウン老司」建築協定・緑地協定による景観維持 

「福岡市都市景観賞」を受賞しました 

私達の隣接地関連の近況についてご報告します。 

私達の隣接地の中に、現在空き家となっている企業の

社宅｛３階建､530 ㎡(165 坪)｝があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この社宅が昨年４月から空き家となったため、売却の

雰囲気を感じて心配になりました。 

実は、心配する背景には次のような事情があります。 

① この土地に面した場所にも空き地の隣接地があり、

合体すると大規模マンション建設が可能な面積とな

る。 

② 過去に、私達地域内の別の土地で苦い事例･経験が

ある。 

【事 例】当地区内に企業の戸建社宅があったが、

10年程前に空き地となった。その後、６階建てマ

ンションが建設された。 

後に、このことが建築協定設立の起爆剤となる。 

(｢建築協定ふくおか｣創刊号に掲載済み) 

主催者：グリーンタウン老司 管理組合 

概 要：「建築協定」によって建物の様式を統一し「集戸景観」も

保つとともに、空地を活かした緑地協定を結び、「緑化景

観」を維持することに努めている取り組み。 

     ●建築協定認可・・・昭和 52 年 11 月 10 日 

     ●緑地協定認可・・・昭和 52 年 3 月 12 日 

 

 

 

「グリーンタウン老司」は、３０年間にわたって、

地域全体で建築物の集合景観と緑豊かな緑化景観を守

ってきており、その取り組みが評価され、第 22 回福

岡市都市景観賞の「特別表彰」を受賞しました。 

 

会員からの近況報告 

 

 

 

 

  

「平尾３丁目・４丁目・平丘町  

・平尾浄水町・山荘通建築協定」 

副委員長代理 原田 寿代 さん 

建築協定を結んでいる現在、不安なことは何です

か。と聞かれるとしたら、隣接地に建つ物と、地区と

道路を挟んで存在する地区外の土地に建つ物、地区内

であっても所有者が変わった時に次の所有者がどこ

まで理解してくれるかといったように、終わりは無い

という事でしょうか。 

 何処の地域でも同様の悩みが有るようです。行政の

方が、もう少し強い力で指導をして頂けるようになる

事を願っています。 

それと、地域内の団結力が断然必要です。 

 

 

「茶山２丁目２区(Ｂ地区)建築協定」 

総務・会計 鴨川 武文 さん 

「茶山２丁目２区(Ｂ地区)建築協定」地区は今年３

月に認可されたばかりで、まだまだ新参者です。その

ような折、建築協定地区相互の情報交換会開催の連絡

をいただきました。各地区の建築協定の中身について

は、福岡市住宅都市局まちなみのルールづくり支援セ

ンターのホームページに掲載してありますが、そこに

は示されていない建築協定を締結するまでの各地区

での苦労話や体験談を拝聴することができると思い、

情報交換会に参加した次第です。 

 情報交換会ではグループに分かれて、それぞれの地

区代表者が、建築協定を結ぶに至った背景や地区の現

況について報告を行ない、その後、全体総括が行なわ

れました。拝聴しながら各地区には地域的特性・地域

性があり、そのために問題が多様化・複雑化している

ことを実感いたしました。 

 私の地区は一戸建て住宅が広がる閑静な地区です

が、突如、集合住宅建設の地鎮祭が行なわれ、建築着

工に取りかかるという切迫した状況でした。これに対

して、建築を撤回させるような妙案はないかと思案し

ているときに建築協定の存在を知りました。結果とし

て集合住宅は建設されませんでしたが、今の街並みを

将来にわたって守りたいという住民の強い思いが計

画撤回という成果をもたらしたと理解していますし、

その後の建築協定の締結に至ったと思っています。地

域の強い団結力の必要性を痛感しました。 

残された課題としては、

建築協定の意義を協定隣接

地の住民の皆さんに対して

誠実に説明をして、建築協

定への参加を促していくこ

とがあると思います。 

 今後も情報交換会が予定されているようですから、

その際には積極的に参加しようと思っております。 

 

 
 

 

 

 

情報交換会参加者の声 

第２班：テーマは「日常の運営」 

「高宮 2 丁目 2 区建築協定」 

総務 中武 一明 さん 

 森委員長が所用のため代理出席して、委員長のメモ

を配布して現状について報告し、他地区の状況を聞い

て質疑応答を行いましたが、「建築協定を作っておい

て本当に良かった」と言うのが私の素直な感想です。

今建設中の 6 階建マンション（敷地 640 坪）は、

最初は 8 階案でしたが、協定があったお蔭で 6 階に

なったのだと思いますし、今から解体工事に入る社宅

跡（160 坪）は、3 戸の戸建住宅が約束されていま

す。法的には隣接地に対して何の規制も掛けられませ

んが、協定が有るのと無いのでは雲泥の差があると思

いました。 

未だ今から次々とマンション計画が予想されます

が、これからも無茶な計画に対して、協定地区の住環

境を守って行きたいものだと思います。 

第５班：テーマは「隣接地」 

「小戸三丁目建築協定」 

委員長 鵜木 俊夫 さん 

小戸三丁目建築協定は、ワンルームマンションの建

築を制限することを目的とした協定です。平成８年３

月に認可を得て以来、町内では、ワンルームマンショ

ンは建築されていません。その理由は、 

①協定地区である旨の立看板 10 本を建てて広報

している。 

②協定について説明し、建築断念や設計変更を要請

している。 

③隣接地についても協力をお願いして抑止力を働

かせている。 

ことなどによるものと思われます。 

二度の協定締結では大変苦労しましたが、協定によ

って良好な住環境が保全されていることを実感して

います。 

第１班：テーマは「日常の運営」 

第３班：テーマは「日常の運営」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


